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会社の新株予約権等に関する事項
１．当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

2018年第２回新株予約権 2020年第１回新株予約権

発 行 決 議 日 2018年１月17日 2020年７月１日

新 株 予 約 権 の 数 40,000個 213個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 600,000株
（新株予約権１個につき 15株）

普通株式 21,300株
（新株予約権１個につき 100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １株当たり 209円 １株当たり 1円

権 利 行 使 期 間 2020
2028

年
年
１
１
月
月
19
10
日から
日まで

2022
2030

年
年
７
７
月
月
16
15
日から
日まで

行 使 の 条 件 （注）1 （注）2

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員及び
社外取締役を除く）

新株予約権の数 6,259個
目的となる株式数 93,885株
保有者数 2名

新株予約権の数 68個
目的となる株式数 6,800株
保有者数 2名

2021年第１回新株予約権 2022年第１回新株予約権

発 行 決 議 日 2021年６月28日 2022年６月10日

新 株 予 約 権 の 数 85個 135個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 8,500株
（新株予約権１個につき 100株）

普通株式 13,500株
（新株予約権１個につき 100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １株当たり 1円 １株当たり １円

権 利 行 使 期 間 2023
2031

年
年
７
７
月
月
15
13
日から
日まで

2024
2032

年
年
６
６
月
月
29
27
日から
日まで

行 使 の 条 件 （注）2 （注）2

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員及び
社外取締役を除く）

新株予約権の数 52個
目的となる株式数 5,200株
保有者数 ２名

新株予約権の数 90個
目的となる株式数 9,000株
保有者数 ２名
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2023年第２回新株予約権

発 行 決 議 日 2023年６月14日

新 株 予 約 権 の 数 228個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 22,800株
（新株予約権１個につき 100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １株当たり １円

権 利 行 使 期 間 2025
2033

年
年
７
６
月
月
２
29
日から
日まで

行 使 の 条 件 （注）2

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員及び
社外取締役を除く）

新株予約権の数 228個
目的となる株式数 22,800株
保有者数 2名

（注）１．新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
（1）行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、（注）５に定める取得事由が発生して

いないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を
認めた場合はこの限りでない。

② 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
（2）相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、
本新株予約権は行使できなくなるものとする。

（3）行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに
反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権
利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
2019年１月16日まで ：０（行使不可）
2019年１月17日から2020年１月16日まで ：割当新株予約権数の３分の１まで
2020年１月17日から2021年１月16日まで ：割当新株予約権数の３分の２まで
2021年１月17日以降 ：割当新株予約権数の全て

２．新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
（1）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業

員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合
は、この限りではない。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
（3）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるとき

は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
（4）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
３．2018年第２回新株予約権において、会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりで

あります。
会社は、次に掲げる各取得事由に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、次に掲げる各取得事由が生じた
本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、
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次に掲げる各取得事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の
決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（1）会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全
子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議（株主総
会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会
の決議）が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

（2）会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（会社の株主を含む。）に移転す
る旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で
取得することができる。

（3）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社（会社法第２条第３号に定める子会社を意味する。以下同じ。）の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契

約関係にある者
（4）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就

任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった

場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開

始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺

的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じ
て反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

（5）権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身分を
有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約
権を無償で取得することができる。

① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合

４．2018年第２回新株予約権において、2018年９月１日付の普通株式１株を15株とする株式分割により、「新株予約権の目
的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

５．2018年第２回新株予約権において、2021年６月15日開催の取締役会において決議された第三者割当増資による新株式発
行、2023年１月20日開催の取締役会において決議された第三者割当増資による新株式発行及び2023年11月13日開催の
取締役会において決議された海外募集による新株式発行に伴い、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は
調整されております。
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（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
2023年第３回新株予約権

発 行 決 議 日 2023年６月14日

新 株 予 約 権 の 数 489個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 48,900株
(新株予約権１個につき 100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １株当たり 1,324円

権 利 行 使 期 間 2025
2033

年
年
７
６
月
月
１
29
日から
日まで

行 使 の 条 件 （注）1
使 用 人 等
へ の 交 付
状 況

当 社 使 用 人
新株予約権の数 489個
目的となる株式数 48,900株
交付者数 14名

（注）１．新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
（1）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場
合は、この限りではない。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
（3）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
（4）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

２．2023年11月13日開催の取締役会において決議された海外募集による新株式発行に伴い、「新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額」は調整されております。
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会計監査人の状況
１．名称 有限責任監査法人トーマツ

２．報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33,500

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

３．非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監

査等委員会は、全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行する
ことが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当
該決定に基づく当該議案を株主総会に提出いたします。
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会社の体制及び方針
１．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、取締役会において、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり
「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づき内部統制システムの整備・運用を行っておりま
す。
ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）コンプライアンスを確保するための基礎として、コンプライアンス規程を定める。また役員はコンプ

ライアンス規程に則り、コンプライアンス活動を率先垂範する。
（b）コンプライアンス所管部署である経営管理ユニットが、取締役及び使用人への教育研修等の具体的

な施策を企画・立案・推進し、全従業者のコンプライアンスに対する意識向上を図る。
（c）内部通報規程を定め、通報・相談窓口を社内外に設置することにより、不正行為の早期発見と是正を

図る。また、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、これを内部通報規程に定めるものとす
る。

（d）必要に応じて外部の専門家を起用し、法令及び定款違反を未然に防止する。
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（a）取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む）を、関連資料と併せてこれを

法令・社内規程に則り適切に保存・保管をするとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・重要な会議体及び委員会の議事録

（b）上記（a）に定める文書のほか、契約書、決裁書その他の文書については、文書管理規程、機密管理
規程、情報セキュリティ管理規程、個人情報保護規程などに基づき適切に情報の保存及び管理を行
う。

（c）個人情報ほか法令上一定の管理が求められる情報について、役職員などに対して当該法令で要求され
る管理方法の周知徹底を図る。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（a）経営管理ユニットは当社の事業活動に伴うリスクを的確に把握し、その顕在化を防ぐための施策を推

進する。
（b）リスク管理規程に則り、各ユニット部門はその担当業務に関連して発生しうるリスクの管理を行う。

全社的な管理を必要とするリスクについては経営管理ユニットがリスクを評価した上で対応方針を
決定し、これに基づき適切な体制を構築する。

（c）重大なリスク、あるいは重篤な事故・災害の発生時には危機管理委員会を設置し、リスクを最小限に
するべく全社横断的かつ組織的な対応を行う。
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ｄ．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置

付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
ｅ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備
（a）反社会的勢力との関係遮断の基本方針

当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治
活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団などの反社会的勢力との関係を一切遮断する。

（b）反社会的勢力との取引排除に向けた体制整備
・経営管理ユニットを反社会的勢力対応部署とし、反社会的勢力に関する情報収集・管理体制を確
立する。

・警察等の関連機関との緊密な連携体制を確立する。
・反社会的勢力対応に関する反社会的勢力対応規程を定め、周知徹底を図る。
・取引基本契約など各種契約及び就業規則に暴力団排除条項を導入する。

ｆ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（a）定例の取締役会を原則として毎月１回開催し、経営の基本方針など重要事項の決定並びに取締役の業

務執行状況の監督等を行う。
（b）業務執行に当たっては業務分掌規程、職務権限規程において責任と権限を定める。
ｇ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
（a）監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、監査等委員の職務を補助するもの

として監査等委員会スタッフを置く。
（b）監査等委員会スタッフを置いた場合は、独立性や指示の実効性を確保するため、監査等委員会スタ

ッフは監査等委員を除く取締役の指揮命令に服さない使用人を配置するとともに、その人事異動、
人事評価については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

ｈ．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
（a）取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、

直ちに監査等委員である取締役に報告する。
（b）常勤の監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、

必要に応じてマネジメント会議など主要な会議に出席をするとともに、主要な稟議書を閲覧する。
（c）監査等委員会は内部通報規程に基づき内部通報の状況報告を受けるとともに、内部通報所管部署から

定例の取締役会においてその運用状況の報告を受ける。
（d）監査等委員会は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役及び使用人から

定期的に受けるほか、必要と判断した事項については取締役及び使用人に対して報告を求めること
ができる。

（e）監査等委員会に対する報告をした者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないもの
とする。
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ｉ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（a）監査等委員会は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行に当たり、内部監査室と

緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
（b）監査等委員会は、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査等への立ち会いのほか、会計監

査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的
な監査を実施する。

（c）監査等委員会の職務を執行する上で必要となる費用は、会社が支払うものとする。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。当社では、前記「内部統

制システム構築の基本方針」に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度にお
ける当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
① コンプライアンス体制について

当社では、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不
可欠であるとの認識の下、「コンプライアンス規程」を定め、経営管理ユニットを主管部署としてコンプ
ライアンス遵守体制を構築しており、具体的には、以下の事項を実施しております。
・コンプライアンスに関する規程、マニュアル等の作成及び周知
・当社におけるコンプライアンス教育及び啓発活動
・その他コンプライアンスの推進に当たっての関連部門への指導及び助言
・内部通報制度を整備の上、全社員に周知し、法令違反等の早期発見と迅速かつ適切な対応

② 取締役の職務の執行について
取締役会は15回開催し、取締役７名（うち、社外取締役２名、社外取締役でかつ監査等委員３名）で

構成されており、各取締役から業務執行状況及び業務管理状況の報告が行われるとともに、重要事項の審
議・報告・決議を行っております。社外取締役は、独立した立場から決議に加わるとともに、経営の監
視・監督を行っております。
③ 内部監査の実施について
「内部監査規程」に基づき、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査の結果は、代表取締
役社長に適時に報告され、また、取締役会においても報告が行われております。
④ リスク管理体制について

当社では、「リスク管理規程」を定め、経営管理ユニットを主管部署として、各部が行う諸活動の管
理・検証、リスクの発生防止体制や対策の企画立案・推進及びリスク発生防止のための社内周知・啓発等
を実施しております。それらの内容については、マネジメント会議において、適宜、情報共有及び情報交
換を図ることでリスク管理体制の実効性を担保しております。また、四半期に一度を目安として代表取締
役社長を委員長とするリスク管理委員会を開催しており、当社の事業運営上のリスクについての現状把
握、対策を検討しております。
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⑤ 監査等委員会の職務の執行について
・監査等委員会は11回開催され、常勤の監査等委員１名を含む３名（うち、社外取締役３名）で構成さ
れており、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営課題、監査上の重要課題等について意見交換を行っ
ており、監査等委員会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができる体制を整
備済みであります。

・常勤の監査等委員は取締役会のほか、マネジメント会議等の社内重要会議に出席し、業務執行の状況に
ついて直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、監査法人や内部監査室
と連携した監査、当社の内部監査の状況確認及び業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を
日常業務レベルで監視する体制を整備しております。

２．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

３．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、設立

以来配当を実施しておりません。配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施し
つつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な
利益還元を実施する方針であります。また、内部留保資金につきましては、研究開発活動の継続的な実施や生
産体制の強化のために優先的に充当し、事業基盤の確立・強化を図っていく予定であります。
当事業年度の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を確保するため、配

当を実施しておりません。
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連結株主資本等変動計算書

（2023
2023

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 17,497 5,350,947 △2,594,146 △382 2,773,917

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 915,101 915,101 1,830,202
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 38,880 38,880 77,760

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 △2,543,190 △2,543,190

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 953,981 953,981 △2,543,190 － △635,228

当連結会計年度末残高 971,479 6,304,929 △5,137,336 △382 2,138,689

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持 分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 66,386 2,990 69,377 91,977 3,510 2,938,782

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 1,830,202
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 77,760

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 △2,543,190

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） △66,386 6,219 △60,167 23,608 △2,481 △39,040

当連結会計年度変動額合計 △66,386 6,219 △60,167 23,608 △2,481 △674,268

当連結会計年度末残高 － 9,210 9,210 115,585 1,028 2,264,514
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 ＡＣＳＬ１号有限責任事業組合、ACSL, Inc.

なお、ACSL, Inc.については、新規設立に伴い、当連結会計年度より
連結の範囲に含めております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の状況
・持分法適用の関連会社数 １社
・持分法適用の関連会社の名称 ACSL India Private Limited
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称 REACT株式会社
・持分法を適用しない理由 当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

③ 持分法適用手続に関する特記事項
持分法適用会社の決算日は、連結決算日と異なるため、連結決算日現在の仮決算に基づく計算書類を使

用しております。
（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。
（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
・その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、評価差額については全部純資産直入法により処理しております。
・棚卸資産
商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）
原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
・有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額
法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８～15年
工具、器具及び備品 ３～20年

・無形固定資産 市場販売目的のソフトウエアについては、見込有効期間（３年以内）に
おける販売見込数量を基準とした償却額と残存有効期間に基づく均等配
分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しておりま
す。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～
５年）に基づく定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
・貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当連結会計年度に
おいては貸倒実績率が零であることから、貸倒引当金を計上しておりま
せん。

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社の資産・負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期
中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
⑤ 重要な収益及び費用の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込
まれる金額で収益を認識しております。実証実験に係る収益においては、当社グループは技術検証を行う
履行義務を負っており、顧客がこれを検収した一時点において収益を認識しております。プラットフォー
ム機体販売及び用途特化型機体販売に係る収益においては、当社グループは製品を引き渡す履行義務を負
っており、製品を引き渡しかつ顧客が検収した一時点において収益を認識しております。
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２．重要な会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
投資有価証券 241,987千円
当連結会計年度に計上している投資有価証券は主に技術シナジーの獲得を目的に取得した株式であり、投資

先の超過収益力を反映した結果、投資先の１株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得した株式に該当し
ております。よってその実質価額が著しく低下した場合には評価損を計上しております。
当社グループは、当該超過収益力の減少の有無について、取得時の事業計画と投資先より入手した直近の財

務諸表によりその実績を比較し、また投資先の取締役会又はこれと同等の機関により承認された事業計画、事
業環境に関する外部情報及び内部情報等を用いて、将来事業計画の達成可能性を検討し、判断をしています。
将来において、これら評価に関する前提条件の変化や投資先の事業計画と実績が大きく乖離するなど、見積

りにおける仮定の変化がその評価に不利に影響する場合には、帳簿価額を限度として評価損が計上される可能
性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 82,093千円

（2）当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これ

らの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額 1,300,000千円
借入実行残高 790,000
差引額 510,000

４．連結損益計算書に関する注記
期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。
棚卸資産評価損 168,792千円

― 13 ―

2024年02月26日 15時17分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 14,514,261株

（2）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
普通株式 141,690株

６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、必要に応じて運転資金等を銀行借入や株式発行により調達しております。また、一時
的な余裕資金は、短期的な預金等により運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間は１か月を基本と
しており、また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期的に行いリスク低減を図っております。投資
有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、その保有の妥当性を検証しております。長
期貸付金は関連会社への貸付であり、定期的に貸付先の財務状況等を把握し回収懸念の早期把握や軽減を
図っていることから、信用リスクは僅少であると認識しております。
営業債務である未払金は、１か月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、社内規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに
適切な与信管理を実施することにより月単位で回収期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき適時に資金繰り計画を作成・更新することなどにより、
流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがありま
す。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

（1）長 期 貸 付 金 321,661 322,085 424

資 産 計 321,661 322,085 424

（2）転換社債型新株予約権付社債 1,215,812 1,213,205 △2,607

負 債 計 1,215,812 1,213,205 △2,607

（＊１）「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳
簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

（＊２）市場価格のない株式等については、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券 241,987

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 ― 322,085 ― 322,085

資 産 計 ― 322,085 ― 322,085
転換社債型新株予約権
付社債 ― 1,213,205 ― 1,213,205

負 債 計 ― 1,213,205 ― 1,213,205

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期貸付金
これらの時価は、元利金の受取見込額を、残存期間に対応する国債の利回りに基づいた利率を基に割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

転換社債型新株予約権付社債
これらの時価は、全額が無利息のため元金の合計額を、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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７．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

金額（千円）

実証実験 335,003

プラットフォーム機体販売 67,706

用途特化型機体販売 338,739

その他（注） 154,913

顧客との契約から生じる収益 896,362

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 896,362

（注） その他においては、機体の保守手数料や消耗品の販売料に加えて、一般的に国家プロジェクトにおいて
受託先が収受する補助金等のうち、新規の研究開発を行わず、既存の当社の技術を用いて委託された実
験を行うことが主目的のプロジェクトについての売上高を含んでおります。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 実証実験

実証実験に係る収益は、主に顧客のドローン導入ニーズを踏まえて、その課題解決のために当社グルー
プの保有する機体を用いた概念検証（PoC）に係るサービス提供であり、顧客との契約に基づいて、この
技術検証を行う履行義務を負っております。当該履行義務は、当社グループが技術検証結果を顧客に提供
した一時点において、顧客が当該サービスに係る技術検証結果に対する支配を獲得することから、顧客が
これを検収した時点で収益を認識しております。

② プラットフォーム機体販売・用途特化型機体販売
プラットフォーム機体販売及び用途特化型機体販売に係る収益は、当社グループが製造するドローンの

販売であって、顧客との契約に基づいて、製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、
製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、製品を引
き渡しかつ顧客が検収した時点で収益を認識しております。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上の「売掛金」であります。連結貸借対照表上の「契

約負債」は、契約における履行義務の充足に先立ち、支払条件に基づき顧客から受け取った対価であり、
収益の認識に伴い取り崩されます。それぞれ連結貸借対照表において区分表示されているため、記載を省
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略しております。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義
務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含ま
れていない重要な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たりの純資産額 147円99銭
（2）１株当たりの当期純損失 197円05銭

９．重要な後発事象に関する注記
（多額な資金の借入）
当社は、2022 年１月に中期経営方針「ACSL Accelerate 2022」を発表し、「持続可能なグローバル・
メーカーへ」進化するための取り組みを推進してまいりました。事業戦略の一つとして海外市場への展開を
掲げており、海外事業拡大のための運転資金への充当を目的として、以下の借入を実行しました。
(1) 借入先 ：株式会社日本政策金融公庫
(2) 借入金額 ：1,440,000千円
(3) 借入金利 ：固定金利
(4) 借入実行日：2024年１月31日
(5) 借入期間 ：10年
(6) 弁済方法 ：2029 年２月以降、１か月毎元金均等返済
(7) 担保の有無：無担保、無保証

（希望退職者の募集による事業改革）
当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、希望退職制度の実施について決議いたしました。

(1) 希望退職者の募集を行う理由
当社は、2022年１月に示した中期経営方針「ACSL Accelerate 2022」に基づき、「持続可能なグロ

ーバル・メーカーへ」進化するための取り組みを推進してまいりました。一方で、新型コロナウィルス感
染症の流行に伴う経済活動の停滞、世界的な半導体の高騰、急激な円安進行、世界的なインフレ等による
外部環境の変化に伴い、事業環境は当時の想定より厳しい状況となっており、成長をけん引する想定であ
った国産の高セキュリティ対応の小型空撮ドローン「SOTEN」は販売台数が伸び悩んでいる状況です。
このような状況を踏まえると、売上・収益力向上を重視した事業全体の改革を進めることが急務であり、
事業改革の一環として希望退職者の募集を実施することといたしました。

― 18 ―

2024年02月26日 15時17分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



(2) 希望退職者の募集の概要
① 募集対象者 当社正社員
② 募集人数 40名程度
③ 募集期間 2024年２月16日～2024年２月29日
④ 退職予定日 2024年３月31日
⑤ 優遇措置 特別退職金の支給

(3) 業績への影響
2024年12月期の連結業績に与える影響については、本決議時点で応募者数等を見積もることが出来な

いため未定であります。

（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分）
当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、2024年３月27日に開催予定の定時株主総会に、資

本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案を付議することを決議いたしました。

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の

柔軟性と機動性を確保することを目的として、行うものであります。

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本金及び資本準備金の額

2024年２月14日現在の資本金の額986,421千円のうち、976,421千円を減少し、10,000千円とい
たします。また、2024年２月14日現在の資本準備金の額5,492,180千円のうち、4,068,075千円を減
少し、1,424,105千円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金及び資本

準備金の額並びに減少後の資本金及び資本準備金の額が変動いたします。
② 資本金及び資本準備金の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振
り替えます。

(3) 剰余金の処分の内容
① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 5,044,497千円
② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,044,497千円
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(4) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
① 取締役会決議日 2024年２月14日
② 債権者異議申述公告日 2024年２月21日
③ 債権者異議申述最終期日 2024年３月21日（予定）
④ 株主総会決議日 2024年３月27日（予定）
⑤ 効力発生日 2024年３月27日（予定）
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株主資本等変動計算書

（2023
2023

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 17,497 4,523,256 827,691 5,350,947 △2,584,529 △2,584,529 △382 2,783,534
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 915,101 915,101 915,101 1,830,202
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 38,880 38,880 38,880 77,760

当 期 純 損 失 △2,459,967 △2,459,967 △2,459,967
株主資本以外の
項目の事業年度の
変動額（純額）

当期変動額合計 953,981 953,981 － 953,981 △2,459,967 △2,459,967 － △552,005
当 期 末 残 高 971,479 5,477,237 827,691 6,304,929 △5,044,497 △5,044,497 △382 2,231,529

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 53,735 53,735 91,977 2,929,248
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 1,830,202
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 77,760

当 期 純 損 失 △2,459,967
株主資本以外の
項目の事業年度の
変動額（純額）

△53,735 △53,735 23,608 △30,127

当期変動額合計 △53,735 △53,735 23,608 △582,133
当 期 末 残 高 － － 115,585 2,347,115
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

・関係会社出資金
有限責任事業組合への出資については、組合契約に規定される決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。
・関係会社株式
移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております
・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８～15年
工具、器具及び備品 ３～20年

② 無形固定資産 市場販売目的のソフトウエアについては、見込有効期間（３年以内）にお
ける販売見込数量を基準とした償却額と残存有効期間に基づく均等配分額
とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～５
年）に基づく定額法によっております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度におい
ては貸倒実績率が零であることから、貸倒引当金を計上しておりませ
ん。

（4）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
（5）重要な収益及び費用の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識しております。実証実験に係る収益においては、当社は技術検証を行う履行義務を負
っており、顧客がこれを検収した一時点において収益を認識しております。プラットフォーム機体販売及び
用途特化型機体販売に係る収益においては、当社は製品を引き渡す履行義務を負っており、当社が製品を引
き渡しかつ顧客が検収した一時点において収益を認識しております。

２．重要な会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
投資有価証券 81,213千円
関係会社株式 159,061
識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、連結注記表「２．重要な会計上

の見積りに関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 82,093千円
（2）当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約
に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額 1,300,000千円
借入実行残高 790,000
差引額 510,000

（3）関係会社に対する金銭債権又は債務
短期金銭債権 58,056千円
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４．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 50,137千円
営業取引以外の取引高 818千円

（2）期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれてお
ります。
棚卸資産評価損 168,792千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式 130株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減価償却費 10,716千円
株式報酬費用 17,275
棚卸資産評価損 125,899
出資金運用損 62,027
投資有価証券評価損 288,175
一括償却資産 1,528
税務上の繰越欠損金 2,147,955
その他 13,983
繰延税金資産小計 2,667,563
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △2,147,955
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △519,607
評価性引当額小計 △2,667,563
繰延税金資産合計 －
繰延税金負債
長期貸付金 △11,302
繰延税金負債合計 △11,302
繰延税金資産の純額（△は負債） △11,302
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７．関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 ACSL1号有限責
任事業組合

所有
直接99.0 組合員の兼任 分配金の受取 108,900 関係会社出資金 188,638

関連会社 ACSL India
Private Limited

所有
直接49.0 役員の兼任

資 金 の 貸 付
（注） － 関係会社長期貸

付金（注） 321,661

利息の受取 332
流動資産
「その他」
（未収利息）

242

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付にかかる利率については市場金利等を勘案して合理的に決定しております。なお、上記の取引金額は取引時の為替

レートにより換算し、期末残高は期末日の為替レートにより換算しております。

（2）役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員及び
その近親者 鷲谷 聡之 （被所有）

直接0.5 当社取締役 新株予約権
の権利行使 11,997 － －

役員及び
その近親者 早川 研介 （被所有）

直接1.8 当社取締役 新株予約権
の権利行使 11,997 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）2018年１月10日開催の臨時株主総会決議及び普通種類株主総会決議並びに2018年１月17日開催の取締役会決議に基づき付

与された2018年第２回新株予約権のうち、当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業
年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結注記表「７．収益認識に関す

る注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 153円75銭
（2）１株当たり当期純損失 190円60銭

10．重要な後発事象に関する注記
連結注記表「９．重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。
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